
公的研究費の不正使用防止等に関する体制

最高管理責任者【学長】

内
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査
【
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事

【不正使用の有無、調査、認定】

・不正使用の内容

・関与した者およびその程度

・不正使用の相当額等

研究費不正使用調査
委員会

モニタリング
（内部監査等の実施）

コンプライアンス教育の受講状況の管理監督

コンプライアンス推進副責任者【責任者が任命】

不正使用防止のためのコンプライアンス教育の実施

コンプライアンス推進責任者【学部長・研究科長・事務局長】

研究者等競争的資金等の運営・管理に関わる全ての構成員

本学構成員または学外者

連 携

受付窓口

（告発・通報）

【総務課】

・基本方針を策定

・必要な措置 状況報告

統括管理責任者【事務局長】

・公的研究費不正使用防止計画の企画

および立案

・公的研究費不正使用防止計画の推進

・公的研究費不正使用防止計画の検証

等進捗管理

・その他、不正使用防止に関すること

研究費不正使用防止
推進室

・具体策の策定・実施

・実施のための支援

・実施状況確認

（モニタリング）

状況報告
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研究費不正使用防止推進室


